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７ 水質汚濁防止法に基づく地下浸透基準 
○施行規則第６条の２の規定に基づく環境大臣が定める検定方法（平成元年８月 21日環境庁告示第 39号） 

項   目 浸透基準値 検   定   方   法 

カ ド ミ ウ ム 及 び 

そ の 化 合 物 
0.001  mg／L 

日本産業規格Ｋ0102（以下「規格」という。）55に定める方法（ただし、
規格 55.1 に定める方法にあっては規格 55 の備考１に定める操作を、規
格 55.3 に定める方法にあっては規格 52 の備考９に定める操作を行うも
のとする。） 

シ ア ン 化 合 物 0.1    mg／L 

規格 38.1.2（規格 38の備考 11を除く。以下同じ。）及び 38.2に定める

方法、規格 38.1.2及び 38.3に定める方法、規格 38.1.2及び 38.5に定

める方法又は昭和 46年 12月環境庁告示第 59号（水質汚濁に係る環境基

準について）（以下「環境基準告示」という。）付表１に掲げる方法 

有機燐化合物 (パラチオ 
ン、メチルパラチオン、メ
チルジメトン及びＥＰＮに
限る。) 

0.1    mg／L 
昭和 49 年９月環境庁告示第 64 号（環境大臣が定める排水基準に係る検

定方法）（以下「排水基準告示」という。）付表１に掲げる方法 

鉛 及 び そ の 化 合 物 0.005  mg／L 
規格 54 に定める方法（ただし、規格 54.1 に定める方法にあっては規格
54 の備考１に定める操作を、規格 54.3 に定める方法にあっては規格 52
の備考９に定める操作を行うものとする。） 

六 価 ク ロ ム 化 合 物 0.04   mg／L 

規格 65.2.1に定める方法（着色している試料又は六価クロムを還元する
物質を含有する試料で検定が困難なものにあっては、規格 65 の備考 11
の b)の 1)から 3)まで及び規格 65.1 に定める方法）又は規格 65.2.6 に
定める方法（ただし、塩分の濃度の高い試料を検定する場合にあっては、
規格Ｋ0170-7の 7の a）又は b)に定める操作を行うものとする。） 

砒 素 及 び そ の 化 合 物 0.005  mg／L 規格 61に定める方法 

水 銀 及 び ｱ ﾙ ｷ ﾙ 水 銀 

そ の 他 の 水 銀 化 合 物 
0.0005 mg／L 環境基準告示付表２に掲げる方法 

ｱ ﾙ ｷ ﾙ 水 銀 化 合 物 0.0005 mg／L 環境基準告示付表３及び排水基準告示付表３に掲げる方法 

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 0.0005 mg／L 環境基準告示付表４に掲げる方法 

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.002  mg／L 規格Ｋ0125の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は 5.5に定める方法 

テトラクロロエチレン 0.0005 mg／L 規格Ｋ0125の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は 5.5に定める方法 

ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.002  mg／L 規格Ｋ0125の 5.1、5.2又は 5.3.2に定める方法 

四 塩 化 炭 素 0.0002 mg／L 規格Ｋ0125の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は 5.5に定める方法 

1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.0004 mg／L 規格Ｋ0125の 5.1、5.2、5.3.1又は 5.3.2に定める方法 

1 , 1 -ジクロロエチレン 0.002  mg／L 規格Ｋ0125の 5.1、5.2又は 5.3.2に定める方法 

1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 
シ ス 体 0.004 mg／L 
トランス体 0.004 mg／L 

シ ス体：日本産業規格Ｋ0125の 5.1、5.2又は 5.3.2に定める方法 
トランス体：日本産業規格Ｋ0125の 5.1、5.2又は 5.3.1に定める方法 

1 , 1 , 1 - ﾄ ﾘ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾀ ﾝ 0.0005 mg／L 規格Ｋ0125の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は 5.5に定める方法 

1 , 1 , 2 - ﾄ ﾘ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾀ ﾝ 0.0006 mg／L 規格Ｋ0125の 5.1、5.2又は 5.3.1に定める方法 

1 , 3 - ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ﾌ ﾟ ﾛ ﾍ ﾟ ﾝ 0.0002 mg／L 規格Ｋ0125の 5.1、5.2又は 5.3.1に定める方法 

チ ウ ラ ム 0.0006 mg／L 環境基準告示付表５に掲げる方法 

シ マ ジ ン 0.0003 mg／L 環境基準告示付表６の第１又は第２に掲げる方法 

チ オ ベ ン カ ル ブ 0.002  mg／L 環境基準告示付表６の第１又は第２に掲げる方法 

ベ ン ゼ ン 0.001  mg／L 規格Ｋ0125の 5.1、5.2又は 5.3.2に定める方法 

セレン及びその化合物 0.002  mg／L 規格 67.2、67.3 又は 67.4 に定める方法 

ほう素及びその化合物 0.2    mg／L 規格 47に定める方法 

ふっ素及びその化合物 0.2    mg／L 

規格 34.1（規格 34の備考１を除く。）、34.2若しくは 34.4（妨害となる
物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を
測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約 200mlに硫酸 10ml、
りん酸 60ml 及び塩化ナトリウム 10 グラムを溶かした溶液とグリセリン
250mlを混合し、水を加えて 1000mlしたものを用い、規格Ｋ0170-6の６
図２注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）に定める方法又は規
格 34.1.1C)（注(2)第三文及び規格 34 の備考１を除く。）に定める方法
及び環境基準告示付表７に掲げる方法 

アンモニア、アンモニウム 

化合物、亜硝酸化合物及び 

硝 酸 化 合 物 

アンモニア性窒素 
0.7    mg／L 

規格 42.2、42.3、42.5、42.6 又は 42.7 に定める方法（ただし、42.2、
42.6又は 42.7に定める方法により測定する場合において、規格 42.1C）
の蒸留操作を行うときは、規格 42の備考２及び備考３に規定する方法を
除く。）により検定されたアンモニウムイオンの濃度に換算係数 0.7766
を乗じてアンモニア性窒素の量を検出する方法 
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亜 硝 酸 性 窒 素         
0.2    mg／L 

規格 43.1 に定める方法により検定された亜硝酸イオンの濃度に換算係
数 0.3045を乗じて亜硝酸性窒素の量を検出する方法 

硝 酸 性 窒 素         
0.2    mg／L 

規格 43.2.5 又は 43.2.6 に定める方法により検定された硝酸イオンの濃
度に換算係数 0.2259を乗じて硝酸性窒素の量を検出する方法 

塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー 0.0002 mg／L 
平成９年３月環境庁告示第 10号（地下水の水質汚濁に係る環境基準につ
いて）付表に掲げる方法 

1 , 4 - ジ オ キ サ ン 0.005  mg／L 環境基準告示付表８に掲げる方法 

注 この表の検定方法欄に掲げる検定方法により項目欄に掲げる有害物質を検出した場合において、「当該有害物質が検出さ
れること」とは、同表の浸透基準値欄に掲げる値以上の有害物質が検出される場合である。 


